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瀬戸内海の環境の保全に関する愛媛県計画 

 

まえがき 

 この計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 48 年法律第 110 号）第４条第１項

の規定に基づき、愛媛県の区域（同法第２条第１項に規定する瀬戸内海及び同法第５条

第１項に規定する関係府県の区域のうち愛媛県の区域をいう。）において、瀬戸内海の

環境保全に関し実施すべき施策について定めたものである。 

 

第１ 計画策定の趣旨 

 この計画は、瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景

勝の地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等し

く享受し、後代の国民に継承すべきものであるという認識に立って、それにふさわしい環

境を確保し維持すること及びこれまでの開発等に伴い失われた良好な環境を回復すること

を目途として、環境保全に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、政府が策定した

瀬戸内海環境保全基本計画（昭和 53年５月総理府告示第 11号）に基づき、本県の区域に

おいて、瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策を明確にし、また、実施する施策を

より効果的なものとするため、瀬戸内海の環境の保全に関する中長期にわたる総合的な計

画として策定するものである。 

 また、この計画を策定し、公表することにより、県内の瀬戸内海関係者、さらには広く 

県民に対し、瀬戸内海の環境保全の推進に対するなお一層の理解と協力を求めるとともに、

意識の高揚を図るものである。 

 

第２ 計画の目標 

 瀬戸内海の環境保全の推進のためには、関係府県等が相互に協力しながら同一の目標に

向かって各々の施策を遂行することが肝要であることにかんがみ、瀬戸内海環境保全基本

計画において定められた目標をこの計画の目標として次のとおり定める。 

 

１ 水質保全等に関する目標 

 (1) 瀬戸内海において水質環境基準が未達成の海域については、可及的速やかに達成

に努めるとともに、達成された海域については、これが維持されていること。 

  (2) 瀬戸内海において、赤潮の発生がみられ、漁業被害が発生している現状にかんが

み、赤潮発生の機構の解明に努めるとともに、その発生の人為的要因となるものを

極力少なくすることを目途とすること。 

  (3) 水銀、ポリ塩化ビフェニル等の人の健康に有害と定められた物質を国が定めた除

去基準以上含む底質が存在しないこと。 
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    また、その他有機物の堆積等に起因する悪臭の発生、水質の悪化等により生活環

境に影響を及ぼす底質については、必要に応じ、その悪影響を防止するための措置

が講ぜられていること。 

  (4) 特に魚介類の産卵生育の場となっている藻場及び魚介類、鳥類等の生態系を維持

するうえで重要な役割を果たすとされている干潟等、瀬戸内海の水質浄化や生物多

様性の確保、環境教育・環境学習の場等としても重要な役割を果たしている浅海域

が減少する傾向にあることにかんがみ、水産資源保全上必要な藻場及び干潟並びに

鳥類の渡来地又は採餌場として重要な干潟が保全されているとともに、その他の藻

場、干潟等についても、それが現状よりできるだけ減少することのないよう適正に

保全されていること。 

    また、これまでに失われた藻場及び干潟等については、必要に応じ、その回復の

ための措置が講ぜられていること。 

  (5) 海水浴場、潮干狩場等の自然とのふれあいの場等として多くの人々に親しまれて

いる自然海浜等が、できるだけその利用に好適な状態で保全されていること。 

   (6) 健全な水循環機能を維持し、及び増進するとともに、自然浄化能力の向上を図

るため、上下流域の連携により森林を整備し、森林の水源かん養機能を確保する

こと。 

  

２ 自然景観の保全に関する目標 

  (1) 瀬戸内海の自然景観の核心的な地域は、その態様に応じて国立公園、国定公園、

県立自然公園又は自然環境保全地域等として指定され、瀬戸内海特有の優れた自然

景観が失われないようにすることを主眼として、適正に保全されていること。 

  (2) 瀬戸内海の島しょ部及び海岸部における草木の緑は、瀬戸内海の景観を構成する

重要な要素であることにかんがみ、保安林、特別緑地保全地区等の制度の活用等に

より現状の緑を極力維持するのみならず、積極的にこれを育てる方向で適正に保護

管理されていること。 

  (3) 瀬戸内海において、海面と一体となり優れた景観を構成する自然海岸については、

それが現状よりもできるだけ減少することのないよう、適正に保全されていること。 

    また、これまでに失われた自然海岸については、必要に応じ、その回復のための

措置が講ぜられていること。 

 (4) 海面及び海岸が清浄に保持され、景観を損傷するようなごみ、汚物、油等が海面

に浮遊し、あるいは海岸に漂着し、又は投棄されていないこと。 

(5)  瀬戸内海の自然景観と一体をなしている史跡、名勝、天然記念物等の文化財が適

正に保全されていること。 

 

第３ 目標達成のため講ずる施策 

- 2 - 



 
 
 

                   

これらの計画の目標を実現するため、既に得られた知見と技術を最大限に活用し、

現在残されている自然環境の保全、発生負荷の抑制等規制を中心とする保全型施策の

充実に加え、これまでの開発等に伴い失われた良好な環境を回復させる施策の展開及

び施策の実施に当たっての幅広い連携と参加の推進を基本的な考え方として、各種の

施策の積極的な実施に努めるものとする。 

     本県における基本的な施策は、次のとおりとする。 

 

１ 水質汚濁の防止 

(1) 水質総量規制制度等の実施 

本県の瀬戸内海区域は、燧灘、伊予灘及び宇和海からなっており、水質環境基

準の類型指定が現在化学的酸素要求量等については８水域、全窒素・全りんにつ

いては５水域で行われている。これら海域の環境基準点の平成 18年度における

水質は、健康項目については 100％環境基準を達成している。一方、生活環境項

目については、その代表的指標である化学的酸素要求量でみると、Ａ類型の海域

では 1.0～2.4㎎／l、Ｂ類型の海域では 1.4～2.8㎎／l、Ｃ類型の海域では 1.8～

5.2 ㎎／l であり、環境基準達成率はＡ類型 78％、Ｂ類型 95％、Ｃ類型 100％、

類型計 82％である。また、富栄養化の主要な原因物質である窒素及びりんにつ

いてみると、本県では５海域全てⅡ類型に指定しており、全窒素 0.14～0.24mg

／l、全りん 0.021～0.026mg／l であり、環境基準達成率は 100％である。環境

基準が未達成なものについては、これを達成させるためには積極的に汚濁負荷量

の削減を図り、またこれが達成されているものについてはその状態を維持するこ

とが必要である。 

特に、広域的閉鎖性水域である瀬戸内海については、関係区域内で発生する汚

濁負荷量の総量を計画的に削減することが肝要であることから、水質汚濁防止法

（昭和 45 年法律第 138 号）及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づき、

水質総量規制制度が実施されている。 

    本県においては、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削

減基本方針（瀬戸内海）（平成 18 年 11 月 21 日付け環境大臣通知）に定められ

た平成 21 年度における、化学的酸素要求量の削減目標量 63 トン／日を達成す

るため、発生源別の削減目標量を、生活排水 15 トン／日、産業排水 41 トン／

日、その他７トン／日、窒素含有量の削減目標量 66トン／日を達成するため、

発生源別削減目標量を生活排水 9トン／日、産業排水９トン／日、その他 48ト

ン／日及びりん含有量の削減目標量 5.0 トン／日を達成するため、発生源別の

削減目標量を、生活排水 0.8トン／日、産業排水 0.6トン／日、その他 3.6トン

／日とした化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画

（愛媛県）（平成 19年６月愛媛県告示第 1127号）を策定しており、この計画を
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積極的に実施していくとともに、計画されている各種施策の進ちょく状況及び瀬

戸内海に流入する汚濁負荷量の実態等の把握に努めるものとする。 

 これらの対策を推進するに当たっては、特に次の施策を総合的に講ずるものと

する。 

   ア 生活排水については、第二次愛媛県全県域下水道化基本構想（平成 16年３月

策定）に基づき、市町と協力して、地域の実情等に応じ、下水道や農業・漁業

集落排水施設、浄化槽等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備を促進す

る。また、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の導入に努め、汚

濁負荷量の削減を図る。 

   イ 産業排水については、汚濁負荷量の削減のため、処理施設等の改善整備及び

維持管理の適正化に努める。また、環境保全施設の整備促進を図るため、愛媛

県環境保全資金融資制度等の積極的な活用の促進を図るものとする。 

   ウ 漁業に由来する汚濁負荷量を削減するため、持続的養殖生産確保法（平成

11年法律第 51号）、愛媛県魚類養殖管理要領（昭和 53年２月４日制定）等に

基づき、魚介類の養殖漁場の底質の悪化を通じて富栄養化が生じないよう漁場

管理の適正化に努める。 

     また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成 11 年法

律第 110号）、愛媛県環境保全型農業推進基本方針（平成６年３月 28日制定）

等に基づき、肥料の施用量の低減を図ること等により、環境保全型農業を推進

する。 

     さらに、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成

11年法律第 112号）、家畜排せつ物の利用の促進を図るための愛媛県計画（平

成 12年 10月 27日制定）等に基づき、畜産農家と耕種農家との連携による家

畜排せつ物の農地還元を行うとともに、巡回指導等により適正な家畜排せつ物

の処理施設の設置及び管理技術の指導に努める。 

   エ 河川等の直接浄化等を推進するとともに、微生物を用いた水質浄化システム

の開発等自然環境が有する水質浄化機能の積極的な活用を図るものとする。ま

た、底質の改善を推進する。更に、砂浜、干潟・浅場及び藻場の造成、干潟及

び藻場の保全等を必要に応じ行う。 

   オ 洗剤中のりんの削減及び使用量の適正化に努める。また、富栄養化防止に係

る普及啓発を推進する。 

   カ 総合的な富栄養化対策の推進を図るため、窒素及びりんの海域における収支

挙動及び流入実態の調査を行うとともに、汚水処理技術の開発に関する調査研

究を推進し、その結果に基づき必要な措置を検討するものとする。 

   また、本県の瀬戸内海の区域における赤潮の発生は、平成 18年度に 9件発

生しており、依然として漁業被害も懸念されているので、被害を未然に防止す
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るため、漁場環境モニタリング調査指導事業により、国、県、漁協等の情報交

換に基づく監視通報体制を強化するとともに、赤潮対策に関する調査研究を引

き続き推進する。 

(2) 有害化学物質等の規制及び把握等 

    本県においては、水質環境基準の健康項目については、全測定地点で環境基準

を達成しており、今後も特定施設の設置等の許可制の適切な運用等により、水質

環境基準の達成推進を図るものとする。 

    特に、ダイオキシン類についてはダイオキシン類対策特別措置法（平成 11年

法律第 105 号）に基づく排出規制の推進、常時監視の実施による状況の把握に

より、水質環境基準の達成推進に努めるものとする。また、ダイオキシン類の分

解技術研究についても積極的に推進するものとする。 

    有害性のある化学物質については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律（平成 11 年法律第 86 号）に基づき排出量の

把握及び管理を促進するものとする。 

 さらに、有機スズ化合物・ノニルフェノール等の内分泌かく乱化学物質につい

ても汚染実態の把握を一層推進するものとする。 

(3) 油等による汚染の防止 

本県の瀬戸内海の区域には、重要港湾の三島川之江港、新居浜港、東予港、今

治港、松山港及び宇和島港のほか、47の地方港湾がある。 

    石油コンビナート等特別防災区域には、松山地区、新居浜地区、菊間地区及び

波方地区の４地区が指定されている。 

    また、来島海峡を始め本県の海域は、船舶の往来が多く、地形が複雑である。 

    このような状況を踏まえ、次の施策を講ずることにより、船舶廃油及び船舶の

事故等に起因する流出油等による海域の汚染の防止を図るものとする。 

    特に、油等による汚染については、1990 年の油による汚染に係る準備、対応

及び協力に関する国際条約（平成７年条約第 20 号）及び 2000 年の危険物質及

び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の規定に基

づき策定された油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画（平

成 18 年 12 月８日閣議決定）に基づき、油等汚染事件に伴う海域環境被害の防

止又は回復のための措置が適切に実施できるよう地域の実情に応じた準備及び

対応の施策を積極的に推進する。 

   ア 船舶及び陸上からの油等の排出防止等 

     船舶及び陸上からの油等の排出防止のため、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律（昭和 45年法律第 136号）、港則法（昭和 23年法律第 174号）、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）、水質汚濁防

止法等の規定に基づく規制の徹底と監視取締りの強化を図る。 
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     また、現在松山港、菊間港等に設置されている廃油処理施設の活用により、

船舶廃油等の適正な処理を図る。 

   イ 事故による海洋汚染の未然防止 

     事故による海洋汚染を未然に防止するため、消防法（昭和 23年法律第 186

号）及び石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）に基づく

規制の徹底と指導監視の強化を図るとともに、本県及び関係市町の地域防災計

画並びに愛媛県石油コンビナート等防災計画（昭和 52 年３月 29 日制定）に

よる防災活動等の適切な運営を推進する。 

     また、船舶衝突事故等による油等流出を防止するため、海上交通安全法（昭

和 47 年法律第 115 号）、港則法等に基づく規制の徹底と指導取締りの強化を

図るとともに、海上交通の安全のための施設の整備を促進する。 

   ウ 排出油等防除体制の整備 

     排出油等の流出拡大を防ぐため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律及び石油コンビナート等災害防止法に基づくオイルフェンス、薬剤等の備付

義務の徹底を図るとともに、これら排出油等防除資機材等の整備に努める。 

     また、排出油等を速やかに回収するため、現在、松山港及び菊間港に整備さ

れている油回収船の積極的な活用を図るものとする。 

     さらに、大量の流出油等に対しては、海上災害防止センターの活用を図るほ

か、瀬戸内海中部海域排出油等防除計画（昭和 53 年３月 30 日付け海上保安

庁長官通知）及び瀬戸内海東部海域排出油等防除計画（昭和 53 年３月 30 日

付け海上保安庁長官通知）に基づき、迅速かつ的確な排出油等の防除のための

措置の実施を図るとともに、各地区の排出油等防除協議会等を利用して関係相

互の協力体制を整備し、防除活動等の適切な運営を促進する。 

   エ 環境保全対策の充実 

   事故発生時における自然環境等の保全対象、保全方策等についての検討並び

に環境への影響の少ない新たな油防除技術及び微生物を利用した環境修復技術

の調査研究を推進するとともに、油等流出事故による自然環境等に及ぼす影響

調査を実施し、事故後の回復状況を評価するため、平常時の自然環境等の観測

デ－タの蓄積に努めるものとする。 

(4) その他の措置 

    水質汚濁の防止のため、以上の施策のほか、瀬戸内海環境保全特別措置法に基

づく特定施設の設置等の許可及び水質汚濁防止法の規定に基づく排水規制の適

切な運用並びに生活排水対策の計画的推進により水質環境基準の達成維持を図

るものとする。 

     さらに、他の海域から入り込む魚介類や微生物等が、瀬戸内海の特性によりそ

の水質、生態系、漁業資源等に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、これ
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らに対して十分留意するよう努めるものとする。 

   

２ 自然景観の保全 

(1) 自然公園等の保全 

    本県の瀬戸内海の区域における自然景観の核心的地域としては、来島海峡を主

要景観とする芸予諸島と怱那七島等が瀬戸内海国立公園に、宇和海南部のリアス

式海岸及び日振島、御五神島等が足摺宇和海国立公園に、それぞれ自然公園法（昭

和 32年法律第 161号）に基づき指定されている。 

    また、佐田岬半島、宇和海北部のリアス式海岸、大島、黒島、佐島、高島等が、

愛媛県県立自然公園条例（昭和 33 年愛媛県条例第 50 号）に基づく佐田岬半島

宇和海県立自然公園に指定されている。 

    これらの自然公園については、瀬戸内海特有の優れた自然景観が失われないよ

うにすることを主眼として、適正に保全されるよう関係法令に基づく規制の徹底

と監視及び指導の強化を図るとともに、自然公園等環境美化推進事業等による清

掃美化及び自然保護思想の普及啓発に努めるものとする。 

    また、公園事業の適切な執行により、憩いの場として、利用の促進を図るとと

もに、必要に応じて国立公園及び県立自然公園の区域等の見直しを進めるものと

する。 

    さらに、国立公園等と密接な関連を有する地域についても、自然景観の保全に

努め、県土が一つの自然公園とみなされるような地域づくりを進めるものとする。 

  (2) 緑地等の保全 

      瀬戸内海の島しょ部及び海岸部における草木の緑は、瀬戸内海の景観を構成

する重要な要素である。 

    本県の島しょ部及び海岸部の植生は、あかまつ、くろまつ等の針葉樹、しい、

かし等の照葉樹である。 

    特に、くろまつは白砂青松の景観を呈し、瀬戸内海のシンボル的な存在である

が、松林はマツクイムシによる被害のため、減少している。 

    また、各種開発により自然緑地も減少してきている。 

    このため、新しい愛媛県林政計画（平成 12 年６月 28 日策定）に基づき、森

づくりを推進するとともに、現状の緑を極力維持し、かつ積極的にこれを育てる

ため、次のような施策を推進するものとする。 

   ア 良好な自然景観を有する沿岸地域及び島しょ部における林地の保全 

     良好な自然景観を有する沿岸地域及び島しょ部における林地を保全するた

め、森林法（昭和 26年法律第 249号）に基づく保安林制度により、森林の機

能を維持増進するとともに、林地開発許可制度により、林地の無秩序な開発の

防止を図る。 
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     また、採石法（昭和 25年法律第 291 号）及び砂利採取法（昭和 43年法律

第 74号）に基づく採取計画の認可並びに海岸法（昭和 31年法律第 101号）

に基づく海岸保全区域における行為の許可に際しては、緑地等の保全につき十

分配慮し、採取跡地における緑化の確実な履行の確保に努めるものとする。 

    イ 沿岸都市地域における緑地の確保 

松山市等における都市公園整備事業及び継続工事実施中の三島川之江港、松

山港、宇和島港等における港湾環境整備事業（緑地等施設）を積極的に促進す

るとともに、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）に基づく風致地区（現在

15箇所、 696ha指定済）等の指定を進め、その保全に努める。 

     なお、都市の緑地の適正な保全及び緑化の一層の推進を総合的かつ計画的に

行うための方針である緑の基本計画の策定を推進するものとする。 

   ウ 健全な森林の保護育成のための事業等の実施 

     森林環境保全整備事業を積極的に推進するとともに、森林病害虫の防除対策

を進め、さらには治山事業等を促進することにより、健全で快適な森林の保護

育成に努め、森林構成の多様化を推進するものとする。 

   エ 緑地修景措置 

     開発等により、やむを得ず緑が損なわれる場合においては、本県の開発許可

制度の技術基準（昭和 46 年制定）、大規模開発行為に関する指導要綱（昭和

54年４月１日制定）又は開発行為の許可基準の運用細則について（平成 14年

５月８日付け林野庁長官通知）等に基づいて公園、緑地等を確保させ、併せて

植栽等を指導するなどして緑の修復に努めるものとする。 

  (3) 史跡、名勝、天然記念物等の保全 

     瀬戸内海には、自然景観と一体をなしている史跡、名勝、天然記念物等が数多

い。本県の区域で文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）に基づき指定されて

いる史跡として能島城跡が、名勝として波止浜、志島ヶ原等が、天然記念物とし

て三崎のアコウがある。また、愛媛県文化財保護条例（昭和 32年愛媛県条例第

11号）に基づいて指定されている史跡として甘崎城跡が、名勝として法王ヶ原、

鹿島等が、天然記念物として鹿島のシカ、カブトガニ繁殖地等がある。 

    これら文化財は、できるだけ良好な状態で保存されるよう関係法令に基づく規

制を徹底するとともに、保存修理及び環境整備等の対策を積極的に進めるものと

する。 

    また、水軍遺跡の調査等文化財の発掘調査や所在調査等を積極的に行うととも

に、文化財の愛護思想の普及啓発に努めるものとする。 

  (4) 散乱ごみ、油等の除去 

    海上に浮遊するごみ、油等を回収するため、松山港及び三島川之江港に配備さ

れている清掃船並びに松山港及び菊間港に配備されている油回収船を積極的に
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活用していくものとする。 

     さらに、海面、海浜等におけるごみ、油等の投棄を防止するため、海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律、港則法、海岸法及び廃棄物の処理及び清掃に

関する法律の規定に基づく規制の徹底と監視取締りの強化を図るとともに、クリ

ーン愛媛運動、海浜美化活動等の広報活動や清掃活動への住民参加の推進等を通

じ、海面、海浜及び河川の美化意識の向上や清掃の実施に努めるものとする。 

    また、漂流ごみ、漂着ごみ及び海底ごみについては、平成 18年に設置された

「瀬戸内海海ごみ対策検討会」等により、発生抑制及び適正処理の推進に努める

ものとする。 

  (5) その他の措置 

    自然景観の保全のため、以上の施策を推進するほか、開発等により自然海岸が

減少し、海岸の景観が損なわれている場合もあることにかんがみ、これらの施策

の実施に当たっては、景観の保全について十分配慮し、これまでに失われた自然

海岸については、必要に応じ、その回復のための措置を講ずるよう努めるものと

する。 

また、平成 8年 12月 17日の第 26回瀬戸内海環境保全知事・市長会議で採択

された｢瀬戸内海景観宣言｣により、国や関係府県市の相互協力の下、それぞれの

地域の特性や個性を考慮しつつ、瀬戸内海のまとまりのある内海景観を保全し、

及び創造していくものとする。 

  さらに、瀬戸内海各地に点在する漁港、段々畑、町並み等の自然景観と一体と

なって重層的にそれぞれの地域の個性を反映している人文的景観についても、適

切に保全されるよう配慮するものとする。 

 

３ 浅海域の保全等 

(1) 藻場及び干潟等の保全等 

     第４回自然環境保全基礎調査における海域生物環境調査報告書（平成６年３月

環境庁調査）によると、本県の平成５年度調査において、本県の沿岸海域には、

約 6,208ha の藻場があり、ガラモ場が 1,431ha、アマモ場が 1,778ha、その他

の藻場が 2,999haとなっている。また、平成 18年度瀬戸内海干潟実態調査報告

書(平成 19 年 3 月環境省調査)によると、本県には加茂川河口等 37 箇所に、約

781haの干潟が存在している。 

    魚介類の産卵成育の場となっている藻場及び魚介類・鳥類等の生態系を維持す

る上で重要な役割を果たすとされている干潟は、近年、各種開発の進展に伴い、

次第に減少する傾向にある。 

    このため、水産資源保護法（昭和 26年法律第 313号）に基づき保護水面に指

定されている松山市二神島地先水域、瀬戸内海漁業取締規則（昭和 26年農林省
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令第 62号）により藻場等ひき網漁業禁止区域に指定されている西宇和郡伊方町

地先水域等 22箇所の水域、及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（大

正７年法律第 32号）に基づき特別保護地区に指定されている南宇和郡愛南町鹿

島の干潟においては、法令に基づく規制措置の適切な運用により、藻場及び干潟

の保全を図るとともに、適宜これら地域指定の見直しを行い、必要に応じ新たな

指定又は指定区域の変更を行うものとする。 

     また、その他の藻場及び干潟についても、水質浄化や生物多様性の確保、環境

教育・環境学習の場として重要な役割を果たしていることから、できるだけ保全

するよう努めるとともに、これまでに失われた藻場及び干潟等については、必要

に応じ、その回復のための措置を講ずるよう努めるものとする。 

  (2) 自然海浜の保全等 

    第４回自然環境保全基礎調査における海岸調査報告書（平成６年３月環境庁調

査）によると、平成５年度調査において、本県の瀬戸内海の海岸線のうち、自然

海岸は約 42％、半自然海岸は約 26％、人工海岸は約 31％、河口部は約 1％であ

る。 

    これらの自然海岸及び半自然海岸のうち、海水浴場として、梅津寺（松山市）、

唐子浜（今治市）等で年間推定約 98万人の利用者があるほか、潮干狩場として、

高須海岸（西条市）、岩松川河口（宇和島市）等があり、魚釣り場として県下の

沿岸一帯で多くの場所が利用されている。 

    このように自然海浜は、海水浴場、潮干狩場、海辺の自然観察の場等の自然と

のふれあいの場や地域住民の憩いの場として、年間を通じ多くの人々に利用され、

県民の健康で文化的な生活の確保に大きく寄与しているところであるが、近年こ

れらの自然海浜が減少する傾向にあることから、できるだけその利用に好適な状

態で保全されるよう、次の施策を講ずるものとする。 

   ア 規制の徹底と指導、取締りの強化 

     自然海浜の保全のため、愛媛県自然海浜保全条例（昭和 55年愛媛県条例第

３号）に基づき、自然海浜保全地区（23 地区）を指定しており、その監視及

び指導に努めるものとする。 

      また、その他県下の貴重な自然海浜が、自然公園法、都市計画法、都市公園

法（昭和 31年法律第 79号）、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び

森林法に基づく各種指定地区に指定されているので、これらの指定地域におい

ては、それぞれ、当該法律に基づく適切な運用を図ることにより、自然海浜が

その利用に好適な状態で保全されるよう努めるものとする。 

   イ 養浜等による海浜環境の整備 

     自然海浜の保全にとどまらず、積極的に自然とのふれあいの場等として海浜

を整備するため、自然環境に配慮した海岸環境整備事業等を推進するものとす
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る。 

     また、自然海浜を利用に好適な状態で保全するため、民間清掃作業を含め、

海浜部の漂着ごみ等を対象とした清掃事業を鋭意実施するものとする。 

 

４ 海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮 

    海砂利採取については、自然環境への影響が懸念されており、環境問題発生の

恐れがあること等から、平成 14年度に県骨材対策委員会から出された検討結果

を踏まえ、代替材の開発の見通しや入手方法及びその準備や体制を組む期間等を

考慮して、3年間の猶予期間をおいて、平成 18年 4月から採取禁止としており、

今後も採取禁止を堅持するものとする。     

     また、海砂利採取による影響については、砂利採取時にとどまらず、長期的な

影響についても把握し、環境修復の可能性についても検討するとともに、海砂利

に代わる骨材等の研究開発を鋭意促進するものとする。 

 

５ 埋立てに当たっての環境保全に対する配慮 

    本県の瀬戸内海区域における埋立てについては、未利用地や既存施設の有効利

用のほか、残土等の搬出抑制及び有効利用、廃棄物の発生抑制及び再利用等を通

じた循環型社会の形成を推進することによって、極力その抑制に努めるものとす

る。 

      なお、やむを得ず公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第２条第１項の免

許又は同法第 42条第１項の承認を行う場合にあっても、瀬戸内海環境保全特別措

置法第13条第 1項の埋立てについての規定の運用に関する同条第２項の基本方

針に沿って、環境保全に十分配慮するものとする。 

    また、環境影響評価法（平成９年法律第 81号）及び愛媛県環境影響評価条例

（平成 11年愛媛県条例第１号）に基づく環境影響評価に当たっては、環境への

影響の回避・低減を検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するも

のとする。その際、地域住民の意見が適切に反映されるよう努めるものとする。 

  これらの検討に際しては特に浅海域の藻場、干潟等は、一般に生物生産性が高

く、底生生物及び魚介類の生息、海水浄化等に関し重要な場であることを考慮す

るものとする。 

 

６ 廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保 

瀬戸内海の環境保全を図るためには、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会

からの転換を図り、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進、処理施設等

の整備等の総合的施策を推進することにより、廃棄物としての要最終処分量の減

少等を図ることが大切である。このため、次の施策を積極的に実施するものとす
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る。 

  (1) 廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進 

    循環型社会形成推進基本法（平成 12年法律第 110号）の趣旨を踏まえた、第

２次えひめ循環型社会推進計画（平成 17年３月制定）のほか愛媛県資源循環促

進税条例（平成 18 年愛媛県条例第 52 号）等に基づき、廃棄物の発生抑制、再

使用及び再生利用の促進、処理施設等の整備等の総合的施策を推進することによ

り、循環型社会システムの構築に努め、廃棄物の減量及び資源化対策等を鋭意推

進するものとするとともに、最終処分量の減少等を図るものとする。 

    なお、併せて愛媛エコタウンプランや資源循環優良モデルの認定等環境ビジネ

スの育成を図るものとする。 

  (2) 処理施設等の整備 

     本県の関係区域の平成 18年度末における一般廃棄物のごみ処理施設の整備状

況は、ごみ焼却施設 21 箇所（処理能力 1,846 ﾄﾝ／日）、粗大ごみ処理施設 16

箇所（処理能力 323 ﾄﾝ／日）、再利用施設（リサイクルプラザ・センタ－）６箇

所（処理能力 93 ﾄﾝ／日）となっており、現在これらの施設により処理を行う一

方、循環型社会形成推進交付金事業により、松山市、新居浜市、西条市及び上島

町において施設の整備が進められているところである。 

    現在、周辺施設との集約化及び廃焼却炉の早期解体に努めているところであり、

今後とも処理施設の整備等の総合的施策を推進するものとする。 

    また産業廃棄物については、事業所及び処分業者に対する指導及び監視を徹底

するとともに、愛媛県廃棄物処理計画（平成 18年３月策定）に基づき、適正な

処理体制の整備を図るものとする。 

  (3) 処分地の確保 

    本県の関係区域においては、一般廃棄物最終処分場が平成 18年度末において、

24箇所（残余容量 944千ｍ3）、産業廃棄物最終処分場が平成 16年度末において、

43箇所（残余容量 8,836千ｍ3）が確保されており、廃棄物の量は減少傾向にあ

るものの、今後とも安全性の高い最終処分場を確保する必要がある。 

    このため、地域住民の理解のもと処分場の確保に努めるほか、廃棄物となる以

前を含めた循環型社会システムの構築に努め、最終処分量の減量化を促進するも

のとする。 

     なお、廃棄物の海面埋立処分によらざるを得ない場合においても、環境保全と

廃棄物の適正な処理の両面に十分配慮し、このような観点から整合性を保った廃

棄物処理計画及び埋立地の造成計画によって行うものとする。 

 

７ 健全な水循環機能の維持・回復 

   健全な水循環機能の維持・回復を図るため、流域を単位とした関係者間の連携の
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強化に努めつつ、各地域で次の施策を実施する。 

  (1) 海域 

    海域と陸域との連続性に留意して、藻場、干潟、自然海岸等の浅海域の保全を

推進するとともに、自然浄化能力の回復に資するよう海岸環境整備事業等により、

人工干潟等の適切な整備を図るものとする。 

  (2) 陸域 

    森林や農地の適切な維持管理、河川、湖沼等における自然浄化能力の維持及び

回復、地下水の涵養、下水処理水の再利用等に努めるものとする。また、これら

の施策の推進に当たっては、流域を単位とした関係者間の連携の強化に努めるも

のとする。 

  

８ 失われた良好な環境の回復等 

   瀬戸内海にふさわしい多様な環境を確保するため、開発等に伴い既に失われた藻

場、干潟、自然海岸等の良好な環境を回復させる施策の展開を図るものとする。 

    これらの施策の推進に当たっては、開発等に伴いかつての良好な自然環境が消失

した地域を対象とすることを基本とし、国及び地方公共団体が先導的役割を果た

しつつ、事業者、住民及び民間団体を連携した取組みに努めるものとする。 

なお、施策の実施に当たっては、計画的な取組みに努めるものとする。 

 

９ 島しょ部の環境の保全 

   本県には、199の島があり、これら島しょ部では、限られた環境資源を利用した

生活が営まれていることから、その環境保全は住民や社会経済のあり方に直結する

課題であることにかんがみ、環境容量の小さな島しょ部においては、特に環境保全

の取組みが重要であり、ほぼ全島で下水道施設が整備されている魚島や生名島等の

ように、今後とも環境保全施設の整備促進に努めるものとする。 

 

10 下水道等の整備の促進 

(1) 下水道の整備 

    瀬戸内海の水質保全を図るうえで、生活排水に係る汚濁負荷量及び栄養塩類の

削減対策としての下水道の整備は、極めて重要な施策である。 

    本県の関係区域における下水道は、平成 18年度末において、松山中央浄化セ

ンタ－等 11市 4町の終末処理場が稼動しており、処理人口 641千人、処理人口

普及率 44.2％と依然低水準の状況にある。 

     下水道の整備は、瀬戸内海の水質保全を図る上で特に重要かつ緊急を要する課題

であるとの観点から、積極的に整備を促進するものとする。 

    このため、現在稼働中の 15市町の区域拡張と併せて、事業実施中の砥部町の
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公共下水道事業についても、鋭意その整備を促進するとともに現在計画中の町に

ついても、できるだけ早期に事業着手し、その整備を推進するものとする。 

    下水道終末処理場については、維持管理の徹底等により排水水質の安定及び向

上に努めるとともに、高度処理の導入を促進する。また、流域等が一体となった

流域別下水道整備総合計画を策定し、水質保全に努めるものとする。 

    なお、合流式下水道については、越流水の現状把握に努めるとともに、改善を推

進する。 

            

 公共下水道の整備状況（平成 18年度末）   

                

 

                 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  (2) その他の生活排水処理施設の整備 

    下水道整備が当分の間見込めない地域や下水道整備予定区域外においては、生

活排水対策として、浄化槽、農業集落排水施設等の整備が重要な施策である。 

   ア 浄化槽 

     関係区域における浄化槽については、浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村

整備推進事業により、平成 18年度末までに、11市 6町で 33,375基が整備さ

れており、今後も地域の特性を考慮し、事業を推進するものとする。      

また、浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）、建築基準法（昭和 25 年法律第

201号）及び愛媛県浄化槽取扱指導要綱（昭和 60年９月 28日制定）に基づき、

設置及び維持管理の指導を徹底するとともに、法定検査制度の適正運用に努め

ることとし、規模の大きな浄化槽については、必要に応じ、窒素及びりんの除

去等高度処理浄化槽の設置を指導するものとする。 

 

終末処理場 

稼働中市町 

終末処理場 

未稼働町 

松山市 

今治市 

宇和島市 

八幡浜市 

新居浜市 

西条市 

大洲市 

伊予市 

 

 

四国中央市 

西予市 

東温市 

上島町 

松前町 

内子町 

伊方町 

 

砥部町 
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  イ 農業集落排水施設等 

      農業集落排水施設、コミュニティプラント及び漁業集落排水施設については、

平成 18年度末までに 81施設が整備されており、現在 13施設の整備が進めら

れている。 

今後も、地域の特性を考慮し、農業集落排水施設、コミュニティプラント、

漁業集落排水施設等の整備を促進するとともに、必要に応じ、窒素及びりんの

除去等高度処理施設の設置を指導するものとする。 

  (3) し尿処理施設の整備 

      し尿処理施設については、平成 18 年度末において、18 施設が整備されて

おり、その処理能力は、1,443kl／日である。 

     下水道整備との関連を配慮して必要なし尿処理施設の整備を進めるととも

に、施設の新設及び増改築に併せて、窒素及びりんの除去性能の向上を含めた

高度処理の積極的な導入を図るものとする。 

 

11 海底及び河床の汚泥の除去等 

   瀬戸内海の水質汚濁の一因となる海底及び河床の底質については、必要に応じ調

査を実施しており、水銀又はポリ塩化ビフェニル等人の健康に有害な物質を含む汚

泥の堆積による底質の悪化を防止するとともに、これらの物質につき、国が定めた

除去基準を上回る底質の除去等の促進に努めるものとする。 

  また有機汚泥の堆積等に起因する悪臭の発生、水質の悪化等生活環境に影響を及

ぼす底質については、除去の際の周辺環境への影響等所要の調査研究を進めるとと

もに、必要に応じて、除去等の適正な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

12 水質等の監視測定 

   瀬戸内海の水質保全対策の実効を期するには、公共用水域の環境基準の維持達成

状況及び水質汚濁の発生源における排水基準の遵守状況を把握するため、水質等の

監視測定が必要である。 

   このため、公共用水域については、平成 18年度、水質汚濁に係る環境基準点と

して、海域 129地点、河川 42地点、湖沼 6地点、合計 177 地点において水質汚

濁防止法による測定計画に基づき、関係機関の相互協力の下に、常時監視に努めて

いるところであるが、今後とも、これら常時監視の拡充強化を図り、監視体制の整

備に努めるものとする。 

   また、水質汚濁の発生源については、水質汚濁防止法及び愛媛県公害防止条例に

基づき、工場又は事業場に対する排水基準の遵守、指導の徹底等に努めるとともに、

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制制度の施行に伴い、

指定地域内事業場における汚濁負荷量を的確に把握するための測定体制の充実を
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図るものとする。 

   さらに、工場・事業場等からの発生負荷量の管理業務や公共用水域の水質監視業

務に伴うデータ整理及び解析機能の質的向上を図るものとする。 

    また、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平

成 18年度は海域 11地点、湖沼 1地点、河川 12地点、地下水 1地点の調査を実施

し、県下の環境状況の把握に努めているところであり、今後とも常時監視の継続実

施に努めるものとする。 

 

13 環境保全に関する調査研究及び技術の開発等 

   本県においては、愛媛県立衛生環境研究所を中心に、県の試験研究機関や大学等

の関係機関の連携の下に、環境保全に関する調査研究や技術開発を進めており、特

に微生物を活用した水質浄化システムの開発、ダイオキシン類分解技術の研究、藻

場造成技術の開発研究、化学物質汚染の調査研究等新しい環境技術の調査研究を、

関係機関と連携し、行っているところである。 

今後とも、関係機関との情報交換や連携を図り、瀬戸内海における良好な環境を

保全し、回復させるための調査研究及び技術の開発に努めるものとする。 

  さらに、瀬戸内海に関する環境情報、調査研究及び技術開発の成果等のデータベ

ースを整備し、情報の共有化及び情報収集の効率化に努めるものとする。 

 

14 環境保全思想の普及及び住民参加の推進 

    瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた

総合的な対策が必要であり、その実効を期するためには、国、地方公共団体、事業

者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域の住民や民間団体及

び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。 

このため、県民に対して、各種の広報活動や県民参加型イベントを通じて、良好

な生活環境の保全に関する意識の向上に努めるとともに、河川、海岸等へのごみの

不法投棄防止、清掃美化活動等民間のボランティア活動などとの連携を図り、瀬戸

内海の環境保全のための県民運動の推進に努めるものとする。 

  このため、社団法人瀬戸内海環境保全協会等の民間団体による環境ボランティア

の養成等への取組みの支援に努めるものとする。また、環境保全施策の策定に当た

っては、パブリックコメントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。 

 

15 環境教育・環境学習の推進 

   瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対

する感性や自然を大切に思う心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的

文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、事業者及び民間団体の連携
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の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確

保し、その健全な利用を促進する施策の整備や理解促進のためのプログラム等の整

備等に努めるものとする。 

  また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会

の提供やボランティア等の人材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努める

ものとする。 

 

16 情報提供及び広報の充実 

  住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関する

データベースの整備等により広く情報を提供するシステムの構築等を進めるとともに、

ホームページ、広報誌等を通じて、瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削減、廃棄物の

排出抑制への取組み等の広報に努め、せとうちネットの活用等により情報の共有化

を進めることとする。 

 

17 広域的な連携の強化等 

   瀬戸内海は、13 府県が関係する広域的な海域であることから、環境保全施策の

推進のため、各地域間の広域的な連携の一層の強化を図るものとする。 

   健全な水循環機能の維持及び回復のための取組みの推進、住民参加の推進、環境

教育・環境学習の充実を図るため、今後も、流域を単位とした関係者間の連携の強

化を図るものとする。 

   さらに、瀬戸内海の自然的社会的条件から、環境保全のための施策の策定に当た

っては、住民、事業者等の幅広い意見を調整し、施策に反映するための適切な仕組

みの検討に努めるものとする。 

  また、現在、瀬戸内海環境保全知事・市長会議等により、地方公共団体の環境保

全の取組みに対して相互に意見を述べる機会を設けること等により、一層の連携の

強化を図るものとする。 

 

18 海外の閉鎖性海域との連携 

   海外の閉鎖性海域における環境保全に関する取組みとの連携を強化し、瀬戸内海

の環境保全の一層の推進を図るとともに、海外における取組みに積極的に貢献する

ため、財団法人国際エメックスセンタ－の活用等により、閉鎖性海域に関する国際

会議等の支援、積極的な参加、人的交流、情報の発信及び交換等に努めるものとす

る。 

 

第４ 施策の実施上必要な事項 

１ 施策の積極的推進 
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   瀬戸内海の環境保全は、緊急かつ重要な国民的課題であることにかんがみ、この

計画で定められた施策については、その積極的な推進を図るものとする。 

 

２ 施策の実施状況及びその効果の把握 

   瀬戸内海の環境保全を推進するためには、この計画で定められた施策が確実に実

行されなければならない。 

 このため、計画した諸施策を強力に推進するとともに、施策の実施状況及び環境

改善状況を的確に把握し、施策の効果的な実施を図るものとする。 

 

３ 計画推進のための関係機関との連絡調整 

   この計画は国、県及び関係市町が一体となって、強力に推進していかなければ実

効の上がらないものである。 

このため、計画の実施に当たっては、関係機関と連絡を密にし、計画した諸施策

の実施状況等について情報及び意見の交換等を行い、もってこの計画の円滑な推進

を図るものとする。 
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